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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本分析機器工業会（JAIMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本

産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

産業規格である。これによって，JIS K 0124:2011 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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高速液体クロマトグラフィー通則 

General rules for high performance liquid chromatography 

 

1 適用範囲 

この規格は，高速液体クロマトグラフを用いて分析種の定性又は定量分析を行う場合及び分析のための

精製を目的とした分取を行う場合の通則について規定する。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS K 0050 化学分析方法通則 

JIS K 0127 イオンクロマトグラフィー通則 

JIS K 0211 分析化学用語（基礎部門） 

JIS K 0214 分析化学用語（クロマトグラフィー部門） 

JIS K 0215 分析化学用語（分析機器部門） 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS K 0050，JIS K 0127，JIS K 0211，JIS K 0214

及び JIS K 0215 による。 

なお，括弧内の対応英語は，参考のために示す。 

3.1 

高速液体クロマトグラフィー，HPLC（high performance liquid chromatography） 

液体の移動相をポンプなどによって加圧してカラムを通過させ，分析種を固定相及び移動相との相互作

用（吸着，分配，イオン交換，サイズ排除など）の差を利用して高性能に分離して検出する方法 

3.2 

高速液体クロマトグラフ，HPLC（high performance liquid chromatograph） 

高速液体クロマトグラフィーを行うための装置 

3.3 

分析種（analyte） 

試料又は試料溶液中の被検成分 


